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第１ 本準備書面の目的  

本訴訟と類似の関連訴訟に関する５つの各地裁判決 1（以下「本件各地裁

判決」という。）の中には、現行の法律婚制度の享有主体を法律上異性のカ

ップル間のものに限り、法律上同性のカップル間の婚姻を認めていない本

件諸規定が、憲法２４条２項に違反するとはいえないとする理由として、

法律上同性のカップルが家族になるための法制度について、諸外国の立法

例などを根拠に、現行の法律婚制度と同じ制度とすること以外にも選択肢

があり、どのような制度とするかについては立法府の合理的裁量に委ねら

れることを挙げるものがある 2。 

しかし、現行の法律婚制度の内容は、婚姻の当事者が法律上異性の者ど

うしであることを前提とした用語について法律上同性の者どうしも含む

用語に修正するといった技術的な手当てをしさえすれば、法律上同性のカ

ップルにもそのままの内容で適用可能であり、法律上同性のカップルが家

族になるための法制度の内容を現行の法律婚制度とあえて異なる内容と

する理由はない。法律上同性のカップルも法律上異性のカップルと同様に

婚姻の本質を満たす関係を築きうることは本件各地裁判決も認めるとこ

ろであるが 3、それにもかかわらず、あえて異なる内容の制度とすることや、

 
1 具体的には、札幌地判令和３年３月１７日（甲Ａ１７１）、大阪地判令和４年

６月２０日（甲Ａ２４８）、東京地判令和４年１１月３０日（甲Ａ３２２）（以

下、「東京地裁判決（一次）」という。）、名古屋地判令和５年５月３０日（甲Ａ

４５７）、福岡地判令和５年６月８日（甲Ａ４５６）をいう。  

 
2 例えば、東京地裁判決（一次）（甲Ａ３２２）は「そのような法制度を構築す

る方法については多様なものが想定され、それは立法裁量に委ねられており、

必ずしも本件諸規定が定める現行の婚姻制度に同性間の婚姻を含める方法に限

られない（現行の婚姻制度とは一部異なる制度を同性間の人的結合関係へ適用

する制度とする方法や、同性間でも利用可能な婚姻に類する制度を別途構築す

る方法を採ること等も可能である。）」などと述べる（５２頁から５３頁）。  

 
3 例えば、東京地裁判決（一次）（甲Ａ３２２）４９頁、名古屋地裁判決（甲Ａ

４５７）４２頁など。  
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制度の内容が同じであったとしても、あえて別の名称の制度とすることは、

法律上同性のカップルを法律上異性のカップルと異なる異質な存在、劣る

存在とのレッテルを貼ることになり、憲法の基本原理である「個人の尊重」、

「個人の尊厳」、「法の下の平等」の観点から許されない。上記本件各地裁

判決の判断はこの点を看過しており、本件諸規定が婚姻を法律上異性のカ

ップル間のものに限り法律上同性のカップル間の婚姻を認めていないこ

とが憲法２４条２項のほか、同１項及び憲法１４条１項に違反しないとし

た結論には重大な誤りがある。  

本準備書面では、上記のうち、現行の法律婚制度の内容は、婚姻の当事

者が法律上異性の者どうしであることを前提とした用語について法律上

同性の者どうしも含む用語に修正するといった技術的な手当てをしさえ

すれば、法律上同性のカップルにもそのままの内容で適用可能であり、あ

えて異なる内容とする理由がないことについて、詳述する。そのほかの点

については、他の準備書面を参照されたい 4。  

 また、本準備書面第２以下を読むにあたっては、民法及び戸籍法の条文

を傍らにおいて、本準備書面における説明と適宜照らし合わせながら、読

まれたい。  

 

 

第２ 当事者間の関係に関する制度について  

１  民法第４編親族第２章婚姻の諸規定及びこれに関連する戸籍法の諸

規定は、婚姻の両当事者が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として

真摯な意思をもって共同生活を営み、家族を形成するために、当事者間

の関係に関する制度として、①両当事者の身分関係の形成と解消の制度

 
4 原告ら第１７準備書面３９頁～５４頁など参照。  
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（同第１節婚姻の成立、同第４節離婚）、②その身分関係の公証の制度

（戸籍法）、③その身分関係にふさわしい法的効果を付与する制度（同第

２節婚姻の効力、第３節夫婦財産制）について定めている。  

 

２ これまで繰り返し述べてきたとおり、法律上同性のカップルも、法律

上異性のカップルと同様、「永続的な精神的及び肉体的結合を目的とし

て真摯な意思をもって共同生活を営む」という婚姻の本質をみたす関係

を構築しうるのであり、当事者の法律上の性別が同性となるか、異性と

なるのかの違いはあるものの、両者の間に本質的な差異はない 5。 

したがって、「婚姻」に関する民法の諸規定のうち、当事者の法律上の

性別に着目していない規定（例えば、第一節  婚姻の成立、第一款  婚

姻の要件で言えば、民法７３１条、同７３２条、同７３４条から同７４

１条）については、法律上同性のカップルにもそのままの内容で適用す

ることは可能である 6。 

 

３ 「婚姻」に関する民法の諸規定のうち当事者の法律上の性別に着目し

た規定として、再婚禁止期間に関する民法７３３条と同７４６条がある。 

再婚禁止期間の立法趣旨は「父性の推定の重複を回避し、父子関係を

 
5 原告ら第１８準備書面（原告一橋穂の個別事情）、原告ら第１９準備書面（原

告武田の個別事情）、原告ら第２０準備書面（原告河智志乃の個別事情）、原告

ら第２１準備書面（原告鳩貝啓美の個別事情）、原告ら第２２準備書面（原告福

田理恵の個別事情）、原告ら第２３準備書面（原告藤井美由紀の個別事情）、原

告ら第２４準備書面（原告山縣真矢の個別事情）、原告ら第２５準備書面（原告

ケイの個別事情）など参照。  

 
6 例えば、民法７３１条は「婚姻」という用語を、民法７３２条は「配偶者」

という用語を用いるが、「婚姻」は、法律上異性間のものだけでなく、法律上同

性間のものも含む、「配偶者」は、法律上異性の一方当事者に加えて法律上同性

の一方当事者を含むものとして解釈すれば足りる。  
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めぐる紛争の発生を未然に防ぐこと」（最判平成７年１２月５日判時１５

６３号８１頁）、つまり、民法７７２条による嫡出推定の重複を回避する

ことにある。後記第３の２（２）で述べるとおり、民法７２２条の嫡出

推定規定は、法律上女性のカップルの一方が第三者から精子提供を受け

て子を懐胎するケースに適用することが可能であり、法律上女性のカッ

プルについても嫡出推定の重複が生じることがありうるから、これを回

避する必要性がある。  

また、民法７３３条と同７４６条を法律上女性のカップルに適用する

にあたって、特段文言の修正は必要ない。  

 

４ 「婚姻」に関する民法の諸規定中には、民法７３３条と同７４６条以

外にも、「夫婦」、「夫」、「妻」、「父」、「母」、「父母」など婚姻の当事者が

法律上異性の者どうしであることを前提とした用語が用いられている

条項（例えば、夫婦の氏に関する民法７５０条、離婚後の子の監護に関

する事項の定めに関する民法７６６条など）があるが、これらについて

は、適宜、法律上同性の者どうしも含む用語（例えば、「婚姻の当事者」、

「当事者」、「親」、「両親」）に修正すれば、その内容をそのまま適用する

ことができる 7。  

 

５ そのほか、「婚姻」に関する民法の諸規定中に、その性質上、婚姻の当

事者の性自認や性的指向により適用が不可能となる規定は見当たらな

い。 

 
7 このような考えに立って作成された民法等改正案として、国会に提出された

野党による各民法改正案（甲Ａ８４）や、公益社団法人「 Marriage For All 

Japan – 結婚の自由をすべての人に」が公表した「婚姻平等マリフォー法案」

（甲Ａ４６１ -１から甲Ａ４６１ -３）等がある。  
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６ 身分関係の公証に関する制度についても、法律上異性のカップルと法

律上同性のカップルとの間には本質的な差はなく、婚姻の当事者の性自

認や性的指向により適用が不可能となる規定も見当たらず、戸籍制度に

よる公証の必要性に違いもない。よって、現行の規定をそのままの内容

で適用することは可能であり、あえて異なる内容とする理由がない。  

 

７ したがって、法律上同性のカップルにも、民法第４編親族第２章婚姻

の諸規定及びこれに関連する戸籍法の諸規定をそのままの内容で適用

することは可能であり、あえて異なる内容とする理由がない 8。 

 

 

第３ 親子関係に関する制度について  

１ はじめに 

民法第４編親族第３章親子、第４章親権の諸規定及びこれに関連する

戸籍法の諸規定は、永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な

意思をもって共同生活を営む婚姻の両当事者が、子を産み育てる場合、

その子を含めた家族を形成するために、親子関係に関する制度として、

①親子としての身分関係の形成と解消の制度（同第３章親子第１節実子、

同第２節養子）、②その身分関係の公証の制度（戸籍法）、③その身分関

係にふさわしい法的効果を与える制度（同第３章親子第１節実子、同第

２節養子、同第４章親権）を定めている。  

法律上同性のカップルとその子の関係と法律上異性のカップルとそ

 
8 訴状７１頁から７２頁。  
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の子の関係には本質的な違いはなく 9、以下に述べるとおり、上記諸規定

中に、婚姻の当事者の性自認や性的指向により適用が不可能となる規定

も見当たらない。「夫婦」、「夫」、「妻」、「父」、「母」、「父母」など婚姻の

当事者が法律上異性の者どうしであることを前提とした用語が用いら

れている条項については、適宜、法律上同性の者どうしも含む用語に修

正すれば、その内容をそのまま適用することができる。よって、法律上

同性のカップルとその子にも上記諸規定をそのままの内容で適用する

ことは可能であり、あえて異なる内容とする理由がない。以下、詳述す

る。 

 

２ 実親子関係に関する制度について  

(1) はじめに 

実親子関係に関する制度は、嫡出推定に関する制度（民法７７２条か

ら同７７８条）、認知に関する制度（同７７９条から７８９条）と子の

氏に関する制度（同７９０条、７９１条）、親権に関する制度（同８１

８条から８３７条）とその身分関係の公証に関する制度（戸籍法）から

なる。  

 

(2) 嫡出推定規定群について  

ア このうち、嫡出推定に関する制度を定める嫡出推定規定群については、

例えば、「妻」を「婚姻の当事者の一方」、「夫」を「婚姻の当事者の他

方」などと修正すれば、法律上女性のカップルの一方が第三者から精子

提供を受けて子を懐胎するケースに適用することが可能である。何らか

 
9 原告ら第１３準備書面３頁から１５頁、原告ら第１８準備書面（原告一橋穂

の個別事情）、原告ら第１９準備書面（原告武田の個別事情）参照。  
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の理由で自然生殖が可能でなく第三者から精子提供を受けて子を懐胎

する法律上異性のカップルのケースと何ら本質的な差はないこと 10、生

殖補助医療を利用し、第三者から精子提供を受けて婚姻中に子を懐胎し

た場合にも嫡出推定規定群が適用されるというのが確立した解釈であ

ること 11 ,12からすれば、適用を否定する理由もない 13。  

法律上同性のカップルがいわゆる代理懐胎を利用する場合は、法律上

異性のカップルが代理懐胎を利用する場合と同様、嫡出推定の要件であ

る「（婚姻の当事者の一方）が婚姻中に懐胎した子」との要件が満たさ

れず、嫡出が推定されないこととなるだけであり、そのことが、法律上

同性のカップルに対し、一律、嫡出推定規定群の適用を否定する理由と

はならない 14。  

 
10 原告ら第１３準備書面１０頁から１５頁記載の関連訴訟控訴人坂田・ SAKATA 

THERESA EVELYN の例、訴外前田良氏の例を参照。  

 
11 最高裁は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づいて性

別の取扱いを女性から男性に変更する審判を受けた訴外前田良氏の妻が訴外前

田良氏との婚姻中に第三者からの精子提供を受けて子を懐胎した事例におい

て、訴外前田良氏と妻の間では自然生殖可能性が認められなかったにもかかわ

らず、民法７２２条の嫡出推定規定の適用を認めた（最三小判平成２５年１２

月１０日民集６７巻９号１８４７頁）（甲Ａ３１７）。当該事例の下級審裁判所

は、当該二人の間に自然生殖可能性が認められないことを理由に民法７２２条

の適用を否定していたが、最高裁はそのような下級審裁判所の考えを明確に否

定した。  

 
12 ２０２０年１２月１１日に生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子

の親子関係に関する民法の特例に関する法律（令和２年法律第７６号）が公布

されたが、同法１０条は、妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用い

た生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、その子が嫡出であること

を否認することができないと規定し、婚姻の当事者間で何らかの理由により自

然生殖が可能でなく、生殖補助医療により子を懐胎した場合にも、嫡出推定規

定群が適用されることをより明確にした。  

 
13 原告ら第１７準備書面５０頁から５１頁参照。  

 
14 念のために付言すれば、いわゆる代理懐胎の利用は、法律上異性のカップ

ル、法律上同性のカップルのいずれにおいても問題となりうるが、本件訴訟に
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イ なお、生殖補助医療を利用し、第三者から精子提供を受けて子を出生

することについて、現状、法的な規制が全くなく、例えば、子どもの出

自を知る権利、生殖医療技術の利用に関する情報管理制度、出生した子

と精子提供者の間の認知の問題（ただし、嫡出推定等によって既に父が

定まっている場合を除く 15）など、立法上の課題があることも事実であ

る。しかし、これらは、法律上同性のカップル特有の問題でなく、法律

上異性のカップルにも生じる問題である（現に法律上異性のカップルの

問題として議論されている）。したがって、生殖補助医療の立法上の課

題は、法律上同性のカップルを現行の法律婚制度から排除してあえて異

なる内容の制度とする理由にはならない。 

 

(3) 認知について 

認知について、民法は、婚姻外で生まれた子と血縁関係にある父又は

母との間に法律上の親子関係を形成するための制度として定めている

が、法律上の母子関係は子の懐胎という事実によって当然に形成され

るという確立した解釈によれば、認知はもっぱら法律上の父子関係の

 

おいて原告らが求めているのは、法律上同性のカップルに対しても現行の法律

婚制度の享有主体性を認めることであり、現行法上整備されていないものの制

定は求めていない。  

 
15 法律婚をした法律上異性のカップルが同意のもと精子提供による生殖補助医

療によって子を出生した場合、当該子との間に嫡出親子関係が発生するとこ

ろ、認知に関する民法７７９条は認知の対象となる子を「嫡出でない子」と限

定しているため、精子提供者と上記生殖補助医療によって出生した子との間に

認知によって父子関係が生ずることはないが、嫡出推定等によって既に父が定

まっている子以外の子については、精子提供者が認知することができ、また、

生物学上の父子関係が存在することから、認知請求を受けるおそれがあると解

されている（甲Ａ４６２・法制審議会民法（親子法制）部会第７回会議資料

［６頁］）。  
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形成のための制度と位置付けられる。  

認知に関する制度のうち、準正以外の制度はそもそも婚姻を前提と

していないし、婚姻外で生まれた子と血縁関係にある父の性自認や性

的指向により適用が不可能となる規定も見当たらない。  

また、準正については、血縁上の父と血縁上の母の婚姻が要件となっ

ているが（民法７８９条）、法律上同性のカップルの場合は、血縁上の

父又は母が子と血縁関係のない相手と婚姻する場合と同様、当該要件

が満たされず、規定が適用されないこととなるに過ぎない。  

 

(4) 子の氏について  

子の氏について、民法７９０条は、嫡出である子は父母の氏を称する、

子の出生前に父母が離婚したときは離婚の際における父母の氏を称す

る、嫡出でない子は母の氏を称するというルールを定めるが、例えば

「父母」を「両親」、「母」を「当該子を出産した親」と修正すれば、現

行のルールをそのまま適用することが可能であり、あえて異なる内容

とする理由がない。  

子の氏の変更について定める民法７９１条についても同様である。  

 

(5) 親権について 

親権は財産管理権と身上監護権からなるが、法律上異性のカップル

とその子の家族としての関係と法律上同性のカップルとその子の家族

としての関係には本質的な差はなく、親権者による財産管理の必要性、

身上監護の必要性にも違いがない 16。「父母」、「父」、「母」など婚姻の当

 
16 原告ら第１３準備書面３頁から２１頁、原告ら第１８準備書面（原告一橋穂

の個別事情）、原告ら第１９準備書面（原告武田の個別事情）など参照。  
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事者が法律上異性の者どうしであることを前提とした用語が用いられ

ている条項については、適宜、法律上同性の者どうしも含む用語（例え

ば、「親」、「当該子を出産していない親」、「当該子を出産した親」）に修

正すれば、その内容をそのまま適用することができ、親権に関する制度

を定めるその他の規定中に、婚姻の当事者の性自認や性的指向により

適用が不可能となる規定も見当たらない。よって、現行の規定をそのま

まの内容で適用することは可能であり、あえて異なる内容とする理由

がない 17。 

 

(6) 身分関係の公証に関する制度について  

身分関係の公証に関する制度についても、法律上異性のカップルと

その子の家族としての関係と法律上同性のカップルとその子の家族と

しての関係には本質的な差はなく、婚姻の当事者の性自認や性的指向

により適用が不可能となる規定も見当たらず、戸籍制度による公証の

必要性に違いもないから、現行の規定をそのままの内容で適用するこ

とは可能であり、あえて異なる内容とする理由がない。  

 

３ 養親子関係に関する制度  

(1) はじめに 

養親子関係に関する制度は、普通養子縁組に関する制度（民法７９２

条から同８１７条）、特別養子縁組に関する制度（同８１７条の２から

同８１７条の１１）、親権に関する制度（同８１８条から８３７条）と

その身分関係の公証に関する制度（戸籍法）からなる。  

 

 
17 訴状７３頁から７４頁。  
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(2) 普通養子縁組について  

まず、普通養子縁組についてであるが、そもそも、養親がシスジェン

ダーの異性愛者であることは縁組の要件とされておらず、現行法の下

でも、法律上同性のカップルの一方が当該カップルの他方の子と養子

縁組をすることは可能である。しかし、法律上同性のカップルは婚姻を

することができないため、法律上同性のカップルによる普通養子縁組

に関し、養親が婚姻していることを前提とする規定群（民法７９５条、

同７９６条、同７９８条但書きなど）は適用されない。  

また、養子縁組をした場合の親権の帰属に関する確立した解釈によ

れば、婚姻の当事者の一方が当該婚姻の他方の当事者の子と養子縁組

をする場合、婚姻の当事者の双方が当該子に対し親権を有するが、婚姻

をしていないカップルの場合には、民法８１８条２項により、養子縁組

後、養親となった当該カップルの一方のみが親権を有し、当該カップル

の他方は当該子に対する親権を失う結果となる。  

ところで、普通養子縁組の利用が問題となる典型例は、ある者が連れ

子を伴って再婚する場合であるが、原告一橋・武田らの例や東京一次訴

訟控訴人小野・西川らの例などからも裏付けられるとおり、法律上異性

のカップルと連れ子の家族としての関係と法律上同性のカップルと連

れ子の家族としての関係には本質的な差はないし、法律上同性のカッ

プルが親の責務を果たしうる点や共同親権の必要性においても違いが

ない 18。養親が婚姻していることを前提とする規定群や親権に関する規

定群は、「夫婦」、「父」、「母」、「父母」など婚姻の当事者が法律上異性

 
18 原告一橋・武田の例については、原告ら第１３準備書面４頁から８頁、原告

ら第１８準備書面（原告一橋穂の個別事情）、原告ら第１９準備書面（原告武田

の個別事情）参照。東京一次訴訟控訴人小野・西川の例については、原告ら第

１３準備書面８頁から１０頁参照。親権の必要性については、原告ら第１３準

備書面１７頁から２１頁も参照。  
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の者どうしであることを前提とした用語を用いているが、適宜、法律上

同性の者どうしも含む用語に修正すれば、その内容をそのまま適用す

ることができ、これらの規定群中に養親の性自認や性的指向により適

用が不可能となる規定も見当たらない。  

したがって、婚姻した法律上同性のカップルが養子縁組をしようと

する際に、養親が婚姻していることを前提とする規定群をそのまま適

用し、共同親権とすることは可能である。また、連れ子を伴って再婚す

る者の再婚相手が法律上異性であるか同性であるかによって、あえて、

養子縁組の手続きを変え、共同親権を否定する理由も見当たらない。  

 

(3) 特別養子縁組について  

特別養子縁組については、配偶者のある者であることが養親の要件

とされているため（民法８１７条の３）、法律上同性のカップルはこれ

を利用することができない。上記の配偶者要件が設けられているのは、

特別養子縁組を通じて、可能な限り、一般的な親子関係に近い関係を作

り出すという趣旨によると解されている（甲Ａ４６３・窪田・家族法―

民法を学ぶ（第４版）２７５頁）。  

この点、既に述べたとおり、法律上異性のカップルとその子の家族と

しての関係と法律上同性のカップルとその子の家族としての関係には

本質的な差はないし、法律上同性のカップルも法律上異性のカップル

と同様、子の福祉の観点から親としての責務を十分に果たしうる。  

被告国自身、親がシスジェンダーの異性愛者であれば当然に子の福

祉の観点から親としての責務を果たしうるという見解も、トランスジ

ェンダーや同性愛者などの性的マイノリティが子の福祉の観点から親

としての責務を果たしえないという見解も採っていない。このことは、
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里親制度が、児童福祉法２７条１項３号を根拠に、さまざまな事情で家

族と離れて暮らす子どもを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正し

い理解を持って養育する制度として整備されていること、法律上同性

のカップルも里親制度の一つを構成する養育里親として認定され、実

際に養育里親としての実績を残していること 19、被告国も法律上同性の

カップルを養育里親の重要なリソースと考え、歓迎の姿勢を示してい

ること 20などから裏付けられる。  

子の福祉の観点から親としての責務を十分に果たしうるかどうかは、

親の性自認や性的指向によって決まるのではなく、温かい愛情と正し

い理解を持って子を養育する意思、能力、環境などがあるかどうかによ

って決まる（甲Ａ５の２・アミカスキュリエ意見書１７頁～１９頁）。

 
19 原告ら第１３準備書面２１頁から２３頁参照。  

 
20 例えば、２０１６年１２月に大阪市が男性カップルを養育里親に認定したこ

とについて、塩崎恭久厚生労働相は、２０１７年４月７日の記者会見で、「いず

れにしても、同性カップルでも男女のカップルでも大事なことは、里親として

育てていただく子どもさんのために愛着形成がしっかりなされ、そして健康で

経済的にも安定している家庭の中で、子どもさんがしっかりと真っ直ぐ育って

いることが大事でありますので、どのようなカップルであろうとそれが達成で

きれば我々としてはありがたいと思います。  」と述べ、法律上同性のカップル

を里親として容認し、歓迎する姿勢を示した（甲Ａ４６４・塩崎大臣会見概

要）。  

 また、岸田総理大臣も、２０２３年３月２日の参議院予算委員会において、

法律上同性のカップルに里親委託することをプラスと認識しているかという質

問に対し、「御指摘の点においてプラスの面がある、こういった指摘について

は、もちろんプラスの面があると私も思います  」と答弁している（甲Ａ４６

５・第２１１回国会参議院予算委員会議事録第３号令和５年３月２日 [１５

頁 ]）。  
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被告国もこれを当然の前提としている 21,22。  

また、特別養子縁組の成立のためには家庭裁判所の許可が必要であ

り、家庭裁判所は、個別のケースについて許可を与えるかどうか判断す

るために、実親の同意、養親の年齢、養子の年齢、半年間の監護という

要件が満たされるか否か、養子となる子の実親による監護が著しく困

難又は不適当であること等の事情があり、当該子の利益のため特に必

要があるか否かを審査している（民法８１７条の２から同８１７条の

８）。仮に、特別養子縁組を希望する婚姻をした法律上同性のカップル

に対し特別養子縁組を認めるべきでない事例があるとすれば、個別の

ケースについての家庭裁判所の審査の中で不許可とすれば足りる。  

特別養子縁組に関する諸規定は、「夫婦」、「父母」など婚姻の当事者

 
21 「里親希望者が単身、共働き、 LGBT 等である場合の取扱いについて」（令和

元年１０月１日子家発第１００１第１号）（甲３２６）  では、単身、共働き、

LGBT 等を「単身等」と定義したうえで、「里親登録又は認定を希望する者が単

身等であるか否かにかかわらず、里親の種類に応じた要件に沿って登録又は認

定の可否が判断されるべきものですので、その徹底をお願いいたします。」と通

知されている。  

 
22 前述の塩崎厚生労働大臣の記者会見での発言（甲Ａ４６４）参照。  

また、２０１９年５月２４日の衆議院厚生労働委員会において、根本厚生労

働大臣は、「基本的には、里親については、年齢や LGBT などを含めた属性など

にかかわらず、子供に良好な家庭的環境を提供できるかどうか、これが重要だ

と考えています。そして、里親登録の判断、委員御案内でありますが、これは

都道府県が行いますが、国としては、必要な研修を受講していること、経済的

に困窮していないこと、禁錮以上の刑に処されていないこと、保護が必要な子

供への理解や熱意、愛情があることなどを満たすべきことをお示ししておりま

す。その意味で、 LGBT 当事者であるか否かにかかわらず、このような視点で判

断されるべきものと考えております。」などと答弁している（甲Ａ４６６・第１

９８回国会衆議院厚生労働委員会議事録第２１号令和元年５月２４日 [１９

頁 ]）。  

厚生労働省子ども家庭局局長も、『厚生労働』２０２１年５月号の中で、「里

親になる場合は基本的な財力などが条件としてありますが、一番大切なことは

「子どもに対する熱意」です。そのため、子育て経験のない人や単身世帯、共

働き世帯、LGBT※の人でも里親になることができます。」と述べている（甲Ａ４

６７）。  
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が法律上異性の者どうしであることを前提とした用語を用いているが、

適宜、法律上同性の者どうしも含む用語に修正すれば、その内容をその

まま適用することができ、養親の性自認や性的指向により適用が不可

能となる規定も見当たらない。  

したがって、特別養子縁組の制度は、婚姻をした法律上同性のカップ

ルにもそのまま適用が可能であり、あえて異なる内容とする理由がな

い。  

 

(4) 親権に関する制度、身分関係の公証に関する制度について  

そのほか、親権に関する制度、身分関係の公証に関する制度について、

現行の規定をそのままの内容で適用することは可能であり、あえて異

なる内容とする理由がないことは、上記第３の２（５）、（６）で述べた

とおりである。  

 

 

第４ 親族関係、相続、その他の家族法上の制度について   

１ はじめに 

現行の法律婚制度を構成するその他の制度として、親族関係に関する

制度（民法７２５条から同７３０条）、扶養に関する制度（同８７７条

から同８８１条）、後見・保佐・補助に関する制度（同８３８条から同

８７６条の１０）、相続に関する制度（同８８２条から１０５０条）及

びこれらに関連する戸籍法上の制度 23があるが、これらの制度について

も法律上同性のカップルにそのままの内容で適用することは可能であ

 
23 例えば、姻族関係の終了に関する戸籍法９６条、推定相続人の廃除に関する

同法９７条。  
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り、あえて異なる内容とする理由がない。  

 

２ 親族関係に関する制度・扶養に関する制度について  

親族関係に関する制度（民法７２５条から同７３０条）や扶養に関す

る制度（同８７７条から同８８１条）は、婚姻による身分関係の発生に

伴い必然的に必要となる制度である。民法７２８条は「夫婦」という婚

姻の当事者が法律上異性の者どうしであることを前提とした用語を用

いているが、適宜、法律上同性の者どうしも含む用語に修正すれば、そ

の内容をそのまま適用することができ、婚姻の当事者の性自認や性的指

向により適用が不可能となる規定も他に見当たらないから、婚姻した法

律上同性のカップルにもそのまま適用可能であり、あえて、異なる内容

とする理由はない。  

 

３ 後見・保佐・補助に関する制度について  

後見・保佐・補助に関する制度（民法８３８条から同８７６条の１０）

は、婚姻、親子関係、親族関係を基盤とする制度である。民法８３９条

や同８４１条のように、「父母」、「父」、「母」という婚姻の当事者が法

律上異性の者どうしであることを前提とした用語を用いる条項がある

が、適宜、法律上同性の者どうしも含む用語に修正すれば、その内容を

そのまま適用することができ、婚姻の当事者の性自認や性的指向により

適用が不可能となる規定も他に見当たらないから、婚姻した法律上同性

のカップルにもそのまま適用可能であり、あえて、異なる内容とする理

由はない。  

 

４ 相続に関する制度について  
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相続に関する制度（民法８８２条から１０５０条）についてもあえて、

異なる内容とする理由はない。  

一般に、「配偶者」が法定相続人としての地位を有する理由は、家族と

しての生活保障や共同生活において協力して築き上げた財産の清算の

為と説明されるが（甲Ａ４８・新版注釈民法（２６）［２７６頁から２

７７頁］）、家族としての生活保障の必要性やカップルが相互に協力しな

がら財産を形成していくこと、その財産の清算の必要性について、法律

上異性のカップルと法律上同性のカップルとの間に違いはない 24。また、

民法９００条や同９０３条のように、「父母」、「夫婦」という婚姻の当

事者が法律上異性の者どうしであることを前提とした用語を用いる条

項があるが、適宜、法律上同性の者どうしも含む用語に修正すれば、そ

の内容をそのまま適用することができ、婚姻の当事者の性自認や性的指

向により適用が不可能となる規定も他に見当たらず、婚姻した法律上同

性のカップルにもそのまま適用可能であり、あえて、異なる内容とする

理由はない 25。  

以 上  

 
24 訴状７２頁。  

 
25 本文で述べたほかにも、在留資格、税制上の取扱い、社会保障上の取扱いな

ど配偶者等の身分関係に基づいて法的効果を定める法律が存在する（訴状６ 1

頁から６５頁）。かかる法律の定めは本件諸規定が定める身分関係に基づくか

ら、現行の法律婚の享有主体性を法律上同性のカップルに対しても認めるため

に必要となる本件諸規定の改正とともに、それと一貫する内容で改正されるこ

ととなる。  


